
 

 

  

――介護サービス利用にあたっての彦根市からのお願い―― 

 『ハラスメント』とは「嫌がらせ」や「いじめ」で、相手に精神的・身体的な苦痛を与え

る行為のことです。具体的には、属性や人格に関する言動などによって相手に不快感や不利

益を与え、尊厳を傷つけることです。介護職員への は、介護サービスの提供を

困難にし、かかわった介護職員の心身に悪影響を与えます。状況によっては、契約条項や重

要説明事項に基づき介護サービスの提供が終了となる場合がありますので、ご留意をお願い

します。 

「介護現場におけるハラスメント事例集」令和 2 年度厚生労働省補助事業参照。 

※暴言・暴力・拒絶等は、認知症等の病気または障害の症状から現れる場合があります。そのような場合は

「ハラスメント」ではありません。 
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ハラスメントの具体例 

分 類 内 容 例 

身体的暴力 

精神的暴力 

セクシャル 

ハラスメント 

その他 

身体的な力を使って危害

を及ぼす行為 

個人の尊厳や人格を言葉や態

度によって傷つけたり、おと

しめたりする行為 

意に沿わない性的誘いかけ、

好意的態度の要求等、性的い

やがらせ行為 

悪質なクレームや 

ストーカー行為など 

物を投げつける／つばを吐く

／たたく／つねる／手を払い

のける／蹴る 

特定の職員につきまとう／長時

間の電話／利用者や家族が事務

所に対して理不尽な苦情を申し

立てる 

大声を出す／怒鳴る／特定の

職員に嫌がらせをする／理不

尽なサービスを要求する／威

圧的な態度で文句を言う／無

視をする 

必要もなく職員の体をさわる

／抱きしめる／不快感を与え

る性的な言動をする／わいせ

つな図面を見せる 

高齢化が進み介護需要が高まる一方、介護人材は不足しています。 

ハラスメントによる介護職員の離職を防ぎ、介護職員が安心して働ける環境を

整えることは、皆様への適切な介護サービスの提供につながります。 

住み慣れた地域で安心して暮らしていただくために、利用者一人ひとりが介護

サービスの適切な利用にご協力ください。 



 

 

彦根愛知犬上介護保険事業者協議会 

――事業者としてのハラスメント対策―― 

※１「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」 

（令和 2年厚生労働省告示第６号） 


